
 

令和 8年４月１日現在 

令和 8年度 

 

丸亀市保健福祉制度のいろいろ 
 

                          【丸亀市健康福祉部】 

○ 障がい者福祉制度  Ｐ 1～Ｐ14   福  祉  課  ☎24-8805・FAX 24-8861 

○ その他の福祉制度  Ｐ15      福  祉  課  ☎24-8873・FAX 24-8861 

○ 生 活 保 護 制 度  Ｐ16      福  祉  課  ☎24-8848・FAX 24-8861 

○ 高 齢 者 福 祉 制 度  Ｐ17～Ｐ20   高齢者支援課  ☎24-8831・FAX 24-8914 

○ 介 護 保 険 制 度  Ｐ21～Ｐ25   高齢者支援課  ☎24-8807・FAX 24-8914 

○ 介 護 予 防 給 付 等  Ｐ26～Ｐ29   地域包括支援センター  ☎24-8933・FAX 24-8914 

                         南部センター  ☎85-3350 

○ 保 健 衛 生 制 度  Ｐ30～Ｐ48    健  康  課  ☎24-8806・FAX 24-8830 

○ 国 民 健 康 保 険 ・  Ｐ49～Ｐ56     保  険  課  ☎24-8842・FAX 24-8832 

後期高齢者医療制度 

○ 児 童 福 祉 制 度  Ｐ57～Ｐ60   子育て支援課  ☎24-8808・FAX 35-8894 

○ 子 育 て 支 援 制 度  Ｐ61～Ｐ68   子育て支援課  ☎24-8808・FAX 35-8894 

                          【丸亀市教育委員会】 

○ 保 育 制 度  Ｐ69～Ｐ72   幼 保 運 営 課  ☎35-8892・FAX 35-8894 

○ 幼 稚 園 制 度  Ｐ73      幼 保 運 営 課  ☎35-8892・FAX 35-8894 

○ こ ど も 園 制 度  Ｐ74      幼 保 運 営 課  ☎35-8892・FAX 35-8894 

                          【丸亀市社会福祉協議会】 

○ 社 会 福 祉 協 議 会  Ｐ75～Ｐ80   社会福祉協議会  ☎22-5700・FAX 23-8110 

飯山分室  ☎98-4141・FAX 98-5129 

綾歌分室  ☎86-2881・FAX 86-6033 

丸亀市健康福祉部／丸亀市教育委員会／丸亀市社会福祉協議会 
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障がい者福祉制度（手帳の申請・医療費の助成）                                福祉課１ 

種   別 
対    象   者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

身体障害者手帳

交 付 受 付 
― 

視覚、聴覚、音声・言語等、肢体不

自由、内部（心臓・腎臓・肝臓・呼

吸器・膀胱直腸等）障がいのある人  

手帳の交付により、税金の控除や各種福祉サービスを受

けることができる。  
診断書料等 

・指定医の診断書 

・写真（3×4cmのもの） 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

精 神 障 害 者 

保健福祉手帳 

交 付 受 付 

― 
精神障がい者に係る初診日から 

６か月を経過した人 

手帳の交付により、税金の控除や各種福祉サービスを受

けることができる。 

診断書料等

が必要な場

合あり。 

・写真（3×4cmのもの） 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

・所定の診断書（省略で

きる場合がありますの

で福祉課までご相談く

ださい） 

療 育 手 帳 

交 付 受 付 

原則３歳以

上（３歳未

満でも交付

できる場合

有） 

知的障がいのある人 
手帳の交付により、税金の控除や各種福祉サービスを受

けることができる。 
― 

・写真（3×4cmのもの） 

・個人番号がわかるもの 

・18歳以上の場合 

卒業証明書・通知票等 

（福祉課までご相談ください） 

心身障がい者医療 

（重度心身障害者医療） 

10歳以上 

（小学校４

年生以上） 

身体障害者手帳１～４級または、

療育手帳○B 以上の人 

戦傷病者手帳第２款症以上の人 

※ただし、平成20年8月以降新た

に対象者となる者は手帳の交付を

受けた時の年齢が 65 歳未満の者

に限る。 

＊所得制限あり 

県内の病院、市内の接骨院等へ医療証、健康保険の資格内

容がわかるものを持参すれば医療費（食事療養費等保険適

用外のものを除く）が無料。 

県外の病院、市外の接骨院等は①市民福祉医療費助成申請

書②健康保険の資格内容がわかるもの③医療証を持参し、

一度医療費を支払った後、福祉課へ①を持参し医療費の助

成を受ける。 

※ただし、後期高齢者医療制度対象者は県内外、自動償還

給付のため一旦立替払いし、申請は不要。 

― 

・健康保険の資格内容が

わかるもの 

・身障または療育手帳 

・預金通帳 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（手帳の申請・医療費の助成）                                福祉課２ 

種   別 
対    象   者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

自立支援医療 

（更生医療） 
18歳以上 

心臓、腎臓等の障がいで身体障害者

手帳を持っている人 

一般医療で既に治癒したと考えられる障がいに対し、日

常生活や職業生活により適合するため、身体の機能障が

いを軽減または改善する手術を行うなどの医療を給付す

る。 

原則１割負

担だが市民

税額や病状

により上限

あり。 

・健康保険の資格内容が

わかるもの 

・身障手帳・特定疾病療養

受療証 

・医学的判定書等 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

自立支援医療 

（育成医療） 
18歳未満 

身体に障がいを有するまたは現存

する疾患を放置すれば、将来的に障

がいを残す可能性のある児童 

手術等により疾患の軽減または改善の見込みのある児童

に対して医療を給付する。 

原則１割負

担だが市民

税額や病状

により上限

あり。 

・健康保険の資格内容が

わかるもの 

・医師の意見書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

自立支援医療 

（精神通院） 
― 

精神疾患による通院を継続してい

る人 

精神疾患に係る通院医療費の自己負担額の軽減 

（デイケア・訪問看護・薬剤費を含む） 

原則１割負

担だが市民

税額や病状

により上限

あり。 

・健康保険の資格内容が

わかるもの 

・所定の診断書（条件が整

えば省略可） 

・年金額等のわかる資料 

・継続の方は受給者証 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１
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障がい者福祉制度（福祉年金・手当等）                                    福祉課３ 

種   別 
対    象   者 

内      容 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

市民福祉年金 

（障がい者年金） 
20歳以上 

市内に1年以上住所を有し、身体障害者手帳、療育手

帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人

（8/31現在で、要件を満たしている人） 

身体 1～3級・療育○B以上・精神 1～２級  年額10,000円 

（９月に全額を口座に振込） 

・身障、療育または精神

手帳 

・預金通帳 

市民福祉年金 

（障がい児年金）  
20歳未満 

市内に1年以上住所を有し、身体障害者手帳、療育手

帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人

（8/31現在で、要件を満たしている人） 

身体 1～2 級・療育○B 以上・精神 1 級 年額22,000円 

身体3～4級・精神2級      年額18,000円 

身体5～6級・療育Ｂ・精神3級  年額10,000円 

（９月に全額を口座に振込） 

・身障、療育または精神

手帳 

・預金通帳 

市民福祉年金 

（在宅重度障がい児年金）  

5歳以上 

20歳未満 

市内に1年以上住所を有し、在宅重度の障がい児で身

障手帳１級または、療育手帳○A・Ａの手帳交付を受け、

常時家族の介護が必要な人（8/31現在で、要件を満た

している人） 

月額 12,000円 

（３月、６月、９月、１２月に預金口座に振込） 

※障がい児年金との併給は不可 

・預金通帳 

・意見書 

・身障または療育手帳 

特別障害者手当 20歳以上 

日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅

重度の人（障がい程度の認定基準あり） 

＊所得制限あり 

月額 30,450円（令和８年４月～） 

（２月、５月、８月、１１月に預金口座に振込） 

※事前にご相談ください。 

・預金通帳 

・診断書 

・本人、配偶者及び同一世帯員の

個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

障害児福祉手当 20歳未満 

日常生活において、常時特別な介護を必要とする在宅

重度の人（障がい程度の認定基準あり） 

＊所得制限あり 

月額 16,560円（令和８年４月～） 

（２月、５月、８月、１１月に預金口座に振込） 

※事前にご相談ください。 

・預金通帳 

・診断書 

・本人、配偶者及び同一世帯員の

個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

扶 養 共 済 

加入で
きる人
は、65
歳未満 

①知的障がい者②身障手帳１～３級③精神または身

体に永続的な障がいを有する人で①②と同程度の障

がいと認められる人の保護者 

加入者が亡くなられた時または、重度障

がいとなった時は心身障がい者に対し終

身次の額が支給されます。 

※事前にご相談ください。 

年金１口加入者  毎月  20,000円 

年金２口加入者  毎月  40,000円 

掛金月額 

9,300円 

～23,300円 

（加入者世帯が非

課税等の場合掛金

の軽減制度あり） 

・身障または療

育手帳・印鑑 

・精神障害者手

帳または年金

証書 

・住民票等 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（障害者総合支援法による介護給付、訓練等給付、補装具）（児童福祉法による障害児通所給付）   福祉課４ 

種  別 
対   象   者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

介 護 給 付 

― 

障がい者（児）や難病患者等で日常

生活を営むのに支援を必要とする

人 

（介護保険サービス対象者は原則

として除く）  

●居宅介護（ホームヘルプ） 

●重度訪問介護 

●行動援護 

●重度障害者等包括支援 

●短期入所（ショートステイ） 

●療養介護 

●生活介護 

●施設入所支援 

●同行援護 

●地域移行支援 

●地域定着支援 

●自立生活援助 

市民税課税世帯は、原

則サービス利用額の１

割で市民税額等により

月額上限あり 

生保・非課税世帯無料 

その他、世帯の条件に

より各種軽減制度あり 

（食費等は別途必要）  

・身障手帳、療育または

精神障害者手帳等 

・内容によりサービス利

用計画書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状           

訓 練 等 給 付 

●自立訓練 

●就労移行支援 

●就労選択支援（令和７年10月～） 

●就労継続支援 

●就労定着支援 

●共同生活援助（グループホーム） 

障がい児通所給付 
概ね18歳

以下 

障がい児で療育または生活能力の

向上のため支援を必要とする人 

●児童発達支援 

●放課後等デイサービス 

●保育所等訪問支援   等 

※事前にご相談ください。 

（幼児教育・保育の無

償化対象児は無料） 

補装具 交付・修理 ― 

身体障害者手帳を持っている人や

難病患者等で、各補装具の支給条

件を満たす人 

＊介護保険サービス対象は除く 

＊所得等により一部対象外 

視覚障害者安全杖・補聴器・装具・車椅子等

を交付・修理する。 

別途判定をうけていただく場合があります。 

※購入または修理する前に申請が必要です。  

市民税課税世帯は、原

則１割の自己負担で市

民税額等により月額上

限あり 

生活保護・市民税非課税

世帯無料 

（基準額の範囲） 

・身障手帳 

・医師の診断書または特

定疾患医療受給者証等 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

 



5 

障がい者福祉制度（地域生活支援事業）                                    福祉課５ 

種   別 
対   象   者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要 件 

意

思

疎

通

支

援 

  

手話通訳 

派遣 
― 

身体障害者手帳で聴

覚・音声・言語障がい

のある方 

手話通訳を理解でき

る方 

病院への受診、児童の学校行事等での派遣 

※派遣希望日の７日前までに申請してください。  

 

― 

 

ただし、通訳者と共に

外出する場合の交通費

は通訳者の分も負担す

ること 

・身障手帳 

要約筆記者 

派遣 
― 

身体障害者手帳で聴

覚障がいのある方で

手話通訳が困難な中

途失聴者及び難聴者 

病院への受診、児童の学校行事等での派遣 

※派遣希望日の７日前までに申請してください。  

 

― 

 

ただし、要約筆記者と

共に外出する場合の交

通費は要約筆記者の分

も負担すること  

・身障手帳 

失語症者向

け意思疎通

支援者派遣 

― 

脳血管障害または頭

部外傷等で脳の言語

中枢が損傷を受けた

ことにより、言語機能

の全部又は一部に何

らかの障がいが生じ

ている者 

病院への受診、児童の学校行事等での派遣 

※派遣希望日の７日前までに申請してください。 

※初回は利用登録が必要なため、事前にご相談ください。 

 

― 

 

ただし、意思疎通支援

業務を行う際に必要と

なる意思疎通支援者に

かかる入場料、参加費

等費用は、意思疎通支

援者の分も負担するこ

と 

・意見書等 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１  
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障がい者福祉制度（地域生活支援事業）                                    福祉課６ 

種   別 
対   象   者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

地域活動支援 

センターⅠ型 
― 

主として精神障害者保健福祉手帳ま

たは自立支援医療（精神通院）利用者 

利用者証等の発行後、

本人と事業所との契約

により、創作的活動や

社会との交流促進等を

行う。 

精神障がい者の地

域との連携強化 

啓発活動 

― 

・精神障害者保健福祉手帳等

または自立支援医療（精神

通院）受給者証  

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

地域活動支援 

センターⅡ型 
18歳以上 

身体障害者手帳所持者、療育手帳所持

者、難病患者等 

＊原則介護保険対象者は除く 

給食・入浴・送迎の

サービスがある。 

市民税課税世帯

１割、非課税・生

活保護世帯無料

（給食は実費） 

・身障または療育手帳      

 等 

・サービス利用計画書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

地域活動支援 

センターⅢ型 
― 

障害者手帳所持者や難病患者等 

自立支援医療（精神通院）利用者 
生産活動の提供 ― 

・障害者手帳または自立支

援医療（精神）受給者証 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

日常生活用具給付 ― 

重度心身障がい児（者）や難病患者等

で各種用具の支給条件をそれぞれ満

たす者 

＊介護保険サービス対象は除く  

日常生活に必要な用具（介護訓練支援用具、自

立生活支援用具、在宅療養等支援用具、情報･

意思疎通支援用具、排泄管理支援用具等）や、

住宅改修費が給付されます。 

※給付は事前申請が必要です。 

※種類についてはお問合せください。 

市民税課税世帯

１割、非課税・生

活保護世帯無料 

（限度額内） 

・身障または療育手帳 

・見積書・カタログ等 

・必要に応じて医師の 

意見書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

                                                 福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（地域生活支援事業）                                    福祉課７ 

種   別 
対    象    者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

日 中 一 時 

支 援 事 業 
― 

日中において監護する者がいない 

ため、一時的に見守り等の支援が 

必要な障がい者や難病患者等 

障がい者等の日中における活動の場を

確保し、障がい者等の家族の就労支援 

及び一時的な休息を目的とする。 

市民税課税世帯１

割、非課税・生活保

護世帯無料 

・障害者手帳 

・サービス利用計画書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

移 動 支 援  ― 

屋外での移動に困難がある障がい者

や難病患者等 

※介護保険や他の制度を利用出来る

場合は除く 

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活

動等の社会参加のための外出の際の移動

の介助 

※具体的な利用内容等についてはお問い

合わせください。 

市民税課税世帯30

分につき 100 円、

非課税・生活保護

世帯無料、その他

交通費等の実費 

・障害者手帳または自立

支援医療（精神）受給

者証 

・サービス利用計画書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

身体障がい者 

訪問入浴サービス事業 
― 

身体障害者手帳所持者、デイサービス

等の利用が困難な人 

＊入院・施設入所をしている人は除く 

＊介護保険対象者は除く 

事業所が居宅を訪問し、浴槽を提供して、

入浴介助及び血圧測定等を行う。 

※利用は週2回を限度とする。 

※具体的な利用内容等についてはお問い

合わせください。 

1,250円／回 

生活保護を受けて

いる者は無料 

・身障手帳 

・主治医意見書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

福祉ホーム事業 15歳以上 身体または知的障がい者 

身体または知的障がい者に対し、低額な

料金で居室、その他の設備を提供する。 

日常生活に必要な便宜の供与。 

※事前に福祉課へお問い合わせください。 

課税世帯１割、生

活保護 ・市民税非

課税世帯無料 

※家賃・食費・光熱

費等は実費 

・診断書  

・身障手帳等 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

更 生 訓 練 費 

給 付 事 業 
― 

就労移行支援事業または自立訓練事

業を利用している者（市県民税非課税

者・生活保護世帯） 

就労移行支援事業または自立訓練事業を

利用している方や障害者支援施設等に入

所している方に更生訓練費を支給する。 

（月額給付額） 

自 立 訓 練 事 業

1,050円～ 

あんま、はり、きゅ

う科1,600円～ 

・障害福祉サービス受給

者証 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１
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障がい者福祉制度（その他の在宅サービス）                                  福祉課８ 

種   別 
対    象    者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

身 体 障 がい者 

住宅改造費助成 
65歳未満 

身障 1・2 級の視覚障がい及び

肢体の不自由な人がいる所得

税非課税世帯で障がいを持っ

ている人のために住宅整備・改

善が必要な世帯 

改造工事費（100万円を限度とする）の2／3を助成する。

ただし、他制度・介護保険等の適用が受けられる場合は、

改造工事費から、給付対象額を差し引いた額の2／3を助

成する。 

※事前に申請が必要（着工後の申請は認められません）。 

改造工事費から、他制度

等給付対象額を差し引

いた額の1／3 

・身障手帳 

・工事見積書等  

寝具類洗濯乾燥

消毒サービス 
― 

身体障害者手帳1級または2級

で介護を要する人 

年 4回を限度に寝具類の洗濯・乾燥・消毒のサービスを

行う。 

掛・敷・毛布 

3点一式 750円／回 

（掛・敷布団各 1 点 350 円 

毛布1点150円） 

・身障手帳 

ファクスによる

１１９番通報 
― 

言葉や聞き取りに障がいがあ

る人 

消防本部に所定の FAX１１９通報用紙があります。通報

用紙をご希望の方、また、事業の詳細については、 

消防本部 防災課 情報指令担当 

FAX２３－４５４０まで。 

― ― 

ＮＥＴ１１９ 

緊急通報システム 
― 聴覚や発語に障がいのある人 

携帯電話やスマートフォンのインターネット機能を通し

て、簡単な画面操作で１１９番通報を行うことができる。 

登録申込・問い合わせは 

消防本部 防災課 情報指令担当 

FAX２３－４５４０まで。 

＊登録・問い合せ時に、福祉課にて手話通訳士及び要約

筆記の手配も行います。 

― ― 

ふれあい戸別 

収集 
― 

身体障害者手帳 1級・2級、療

育手帳○A・Ａ、精神保健福祉手

帳1級を所持している人のみの

世帯で、ごみ収集場所まで持参

できない家庭 

自宅の門或いは玄関のすぐ外に持ち出したごみを戸別に

収集する。 

※事前にご相談ください。 

― 

・身障、療育また

は精神障害者手

帳 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（その他の在宅サービス）                                  福祉課９ 

種   別 
対    象   者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

自動車運転免許

取 得 費 助 成 
― 

身体障害者手帳４級以上で、改造自動

車を必要とし、自立更生計画が適当と

認められる人 

免許取得に要した訓練費の2/3以内の額とし、

100,000円を限度に助成する。 

※免許取得後１年以内に申請してください。 

あり 

（訓練費用

の1/3。助

成限度額を

超えた場合

その金額） 

・身障手帳 

・免許証 

・免許取得費領収書 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

自動車改造費助成 ― 

身体障害者手帳２級以上の上肢・下肢

または体幹機能障がいであって、就労

等に伴い、自ら所有し運転する自動車

の改造を必要とする人 

＊所得制限あり 

自動車改造費のうち100,000円を限度に助成す

る。 

※改造後の申請はできませんので、希望される

方は事前にご相談ください。 

あり 

（助成限度

額を超えた

場合その金

額） 

・身障手帳 

・車検証 

・見積書 

・免許証 

・個人番号がわかるもの 

・代理の場合は委任状 

福祉タクシー等 

助成 
― 

・身体障害者手帳１級を持っている人 

・療育手帳○Aを持っている人 

・精神障害者保健福祉手帳１級を持って

いる人 

・人工透析療法をしている人 

・常時車椅子を利用している人 

 

＊自動車税等減免措置対象者・施設入所

者等は除く 

タクシー助成券（1か月2枚、年間最高24枚）

または丸亀コミュニティバス 100円券 11枚つ

づり回数券（1か月1部、年間最高12部）のど

ちらかを交付。両方を希望される場合は、回数

券1部をタクシー助成券2枚に換算してタクシ

ー助成券24枚に相当する範囲で交付。 

交付年度内の利用のみ可能。 

タクシーの場合は乗車した際、タクシー券を乗

務員に渡し、1枚につき 500円を差し引いた額

を支払う。 

※利用は丸亀タクシー組合加盟のタクシーに

限る。おつりは出ません。 

あり 

（利用時の

金額により

異なる） 

・身体障害者手帳、療育手

帳または精神障害者手

帳  

                                                     福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（その他の在宅サービス）                                 福祉課１０ 

種   別 
対   象   者 

内      容 自己負担金 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

障害児通園・ 

通 学 費 助 成 
― 

市内に 1年以上住所を有し、治療ま

たは就学を奨励するため施設または

学校に通園・通学する児童の保護者 

かがわ総合リハビリテ―ションこども支援施設、

丸亀支援学校、国公立特別支援学校、香川こだま

学園、若竹学園に通園通学する児童の保護者に 

１か月1,000円～5,000円を助成する。 

（３月、６月、９月、１２月に預金口座に振込） 

  ― 
・預金通帳 

・園長、学校長等の証明 

難聴児補聴器 

購入費用助成 
18歳未満 

両耳の聴力が 30 デシベル以上で身

体障害者手帳の対象とならないもの 

当該難聴児に係る補聴器の購入または更新に要

する費用の2/3を助成する。 

※ただし種類に応じて助成の上限額があります

ので希望される方は、事前にご相談ください。 

あり 

（購入、更

新に要する

費用の1/3 

助成限度額

を超えた場

合その金

額） 

・見積書 

・医師の意見書 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（相談事業）                                       福祉課１１ 

種   別 対   象   者 内        容 

身体障がい者相談員

による相談 
市内に住所を有する方 

身体障がいに関する、生活や困り事などあらゆる相談に対応（要予約） 

 

日時：毎月第３木曜日 （１０：００～１２：００）    

相談場所：綾歌市民総合センター及び飯山市民総合センター                 

問い合わせ・申し込み：福祉課 ２４－８８０５ 

障がい者（児）相談 

支援事業  

身体・知的・精神障がい

者・障がい児  

◆障がい者の相談、助言、日常生活の支援、調整等  

精神障がい者・・・・・・・・相談支援事業所はなぞの   ２１－５７１２   FAX２１－５７１２ 

知的障がい者・障がい児・・・ふじみ園相談支援センター  ９８－３１２５  FAX９８－３１２６ 

身体障がい者・・・・・・・・野の花           ９８－３９４５  FAX９８－３９４５ 

 

◆障がい者（児）の相談会 

上記の丸亀市が委託した相談支援事業所より相談支援専門員が来庁し、相談に対応（要予約） 

日時：毎月第３木曜日（９：３０～１１：３０） 

相談場所：丸亀市役所 ２階相談室 

問い合わせ・申し込み：福祉課 ２４－８８０５ 

おとなの発達障がい

相談支援事業 
市内に住所を有する方 

仕事、人間関係、金銭管理などの困り事について心理などの専門職が相談に対応 

 

日時：７月、９月、１月、３月 原則第３木曜日 （１０：００～１２：００）※日時は広報等でご確認ください。    

相談場所：丸亀市役所 ２階相談室                  

問い合わせ・申し込み：福祉課 ２４－８８０５ 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（相談事業）                                       福祉課１２ 

種   別 対   象   者 内        容 

権  

利

擁

護 

虐待防止 

市内に住所を有する  

障がいのある方 

（手帳を持つ方に限ら

ず） 

障がい者の虐待防止などの通報・相談に応じ、関係機関との連携を図り必要な支援を行う。 

 

相談･通報： 丸亀市障害者虐待防止センター（24時間受付）      ３５－９１７６ 

        香川県障害者権利擁護センター（平日8:30～17:15）    ０８７－８６７－２６９６ 

                            （休日、夜間17:15～8:30） ０８７－８６２－８８６１ 

               丸亀市役所福祉課       （平日8:30～17:15）    ２４－８８０５ 

障がい者差別 

解消 

障がいのある方 

（手帳を持つ方に限ら

ず） 

障がいを理由とした差別や、障がいの特性に対し配慮されていない等の通報・相談に応じ、関係機関との連携を図

り必要な支援を行う。 

 

相談･通報： 丸亀市役所福祉課       （平日8:30～17:15）    ２４－８８０５ 

香川県障害者権利擁護センター（平日8:30～17:15）    ０８７－８６７－２６９６ 

                                            

成年後見 

（利用支援含む） 

成年後見制度利用支援 

成年後見制度の利用を必

要とする障がい者の方 

成年後見制度利用が必要な人のうち、身寄りのない人等については市長による申立てを行うほか、支払い能力が不

足する人には費用について助成する。 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（その他の制度）                                     福祉課１３ 

種   別 
対   象   者 

内      容 自己負担金 証明に必要なもの 
年 齢 要      件 

有料道路通行 

料金の割引証明 
― 

身体障害者手帳をお持ちの方が自ら

運転する場合 

身体障害者手帳・療育手帳をお持ちで

重度の障がいのある方を乗せて、介護

者が運転する場合 

通常料金が半額になります。 

ＥＴＣ時間帯割引との重複適用はありません。 

事前に登録した車両のみ割引が適用されます。 

（登録は一人につき１台です） 

登録できない車両（事業用等）があります。 

※福祉課でETC登録済者は、マイナンバーカー

ドとマイナポータルの登録後にオンライン申

請が可能です。 

あり 

（通常料金

の1/2） 

・車検証（電子車検証の場合は自

動車検査証記録事項を添付） 

・身障または療育手帳 

・自ら運転する場合は運転免許証 

・ETC を利用する場合は本人名義

のETCカード 

・車載器セットアップ証明書 

※所有者（使用者）が法人名の場

合は、割賦契約書または長期リー

ス契約書の写しが必要 

ＮＨＫ放送受信料

の減免証明 
― 

障がいの種別、程度、世帯の課税状況

等により異なる。 

全額免除と半額免除があります。 

※半額免除の場合、マイナンバーカードとマイ

ナポータルの登録後にオンライン申請が可能

です。 

あり 

（半額免除

の場合） 

・印鑑 

・身障、療育、精神手帳 

・所得課税証明書が必要な場合有 

自動車税等の軽

減のための生計

同一・常時介護

証明 

― 

原則として障がい者本人の名義の車。 

18歳未満、知的・精神障がいの場合は

同一生計の家族の名義も可能 

障がいの種別、程度、用途等一定の要件のもと

での減免があります。 

普通車の場合、減免額に上限があります。詳し

くは、県税事務所へお問い合わせください。 

あり 

（普通車の

場合、上限

を 超 え た

額） 

・印鑑 

・身障、療育、精神手帳 

・運転免許証 

・（住民票） 

・通院等の状況証明書等 

後期高齢者医療制度 
65歳か

ら74歳 
障害者手帳の等級、種別等 

一定の障がいがあり、等級・種別等の要件によ

り、75 歳未満で後期高齢者医療制度が適用に

なる制度があります。詳しくは保険課へお尋ね

ください。 

あり 

・手帳・加入者の健康保険の資格

内容がわかるもの 

（保険課で申請） 

その他、障害者手帳の提示により、税金の控除等が受けられる場合があります。     福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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障がい者福祉制度（その他の制度）                                     福祉課１４ 

種   別 
対   象   者 

内      容 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

災害用バンダナ ― 身体障害者手帳（聴覚障がい）所持者 

聴覚に障がいのある方が災害時に身につけることで、聴覚に障がい

があることや、手話などのコミュニケーションが必要であることを

周囲に知らせて、配慮を受けやすくしたりするため、お一人につき1

枚配布します。 

身 体 障 害 者 手 帳   

(聴覚障がい） 

ヘルプマーク ― 

義足・人工関節使用者、内部障がい、難

病、妊娠初期の方など援助や配慮が必要

な方 

援助や配慮が必要な方が、周囲の方に配慮を必要としていることを

知らせるために、お一人につき1個配布します。 
― 

福祉課 ☎２４－８８０５ Fax２４－８８６１ 
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その他の福祉制度                                             福祉課１５ 

種   別 
対   象   者 

内      容 申請に必要なもの 
年 齢 要      件 

民生委員・児童委

員 
― 

市長の推薦により厚生労働大臣が委嘱し

た者 

高齢者や子育て世帯、障がい者、生活困窮者等の見守りを行い、日常

の困りごと等に対する身近な相談相手、行政や専門機関へのつなぎ

役として活動している。 

― 

福祉協力員制度 ― 

民生委員･児童委員、福祉ママやコミュニ

ティの長の推薦する者等で市長が委嘱し

た者 

地域の福祉ニーズの早期発見や見守り・支援、情報提供、普及・啓発

等の活動を行う。 
― 

小規模災害弔慰

金等の支給  
― 

火災、自然災害等による死亡、生活の本

拠として居住する住居の全損または半損 

死亡     １人につき      ２０，０００円 

住居全損   １世帯につき      ２０，０００円 

住居半損      〃       １０，０００円 

― 

日本赤十字社の

地区活動 
― ― 

会費、寄付金による

資金の確保とボラ

ンティアの育成 

災害救護活動 

○住居の全焼・全壊・流出   

１世帯   ２０，０００円 

死亡１人  ２０，０００円 

世帯に日用品セットと毛布１人１枚支給 

○住居の半焼・半壊・床上浸水等 

世帯に日用品セットの支給と、状況により 

毛布の支給 

避難行動要支援

者支援制度 
― 

在宅で生活しており、災害時等に自力で

避難することが困難な以下の者 

①要介護3以上 

②75歳以上の一人暮らし高齢者で要介護

1以上、または75歳以上の高齢者のみの

世帯で全員が要介護1以上 

③身体障害者手帳1・2級（心臓・腎臓の

みで該当する方は除く） 

④療育手帳○A・A 

⑤精神障害者保健福祉手帳１級 

申請書により本人の情報を台帳に登録します。 

平常時からの情報提供に同意した場合は、支援者（消防機関、地域支

援者、警察など）へ情報提供され、平常時の見守り活動や災害時の避

難誘導等に活用されます。 

 

※左記の要件に該当していない場合でも、登録を希望する方は申請

が可能です。 

所定の申請書があり

ますので、お問い合わ

せください。 

                                                    福祉課 ☎２４－８８７３ FAX２４－８８６１ 
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生活保護制度等                                               福祉課１６ 

種   別 
対    象    者 

内         容 
年 齢 要    件 

生活保護 ― 

生活保護法第 19 条に該当する人のうち、丸亀

市が保護の実施機関となる人 

資産・能力等を活用しても、世帯全体の収入が

国の定める最低生活費に満たない人 

生活扶助や住宅扶助など８種類の扶助があり、世帯全体の収入が最低生活費に足りない 

部分について、国の定めた基準の範囲内で支給されます。 

無料職業紹介 ― 

丸亀市で生活保護を受給している人 

丸亀市で生活困窮者自立支援制度を利用して

いる人 

希望条件や稼働能力に見合った職業を紹介することで、社会生活自立及び経済的自立へ

向けての支援を行います。 

 

 

 

生活困窮者自立支援制度等                                           

種   別 
対    象    者 

内         容 
年 齢 要    件 

生活困窮者 

自立相談支援 
― 

基本的に丸亀市内に居住地を有する人 

経済的に困窮し、最低限度の生活を維持するこ

とができなくなるおそれのある人 

 

複合的な問題を抱える生活困窮者やその家族（子ども）に対して、自立相談支援ｾﾝﾀｰ（通

称：あすたねっと 社会福祉協議会 78 ﾍﾟｰｼﾞ参照）を相談窓口として、「住居確保給付

金」・「就労準備支援事業」・「家計改善支援事業」、貧困の連鎖を防止するため小学生・中学

生・高校中退者・中学既卒者等を対象とした「学習支援事業」など各種事業へのつなぎや

関係機関等と連携し寄り添いながら問題解決に向けての支援を行います。 

 

福祉課 ☎２４－８８４８ FAX２４－８８６１  

 

 

 


